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はじめに 
 

本町ではこれまで、性別にかかわらず誰もが互いを尊重し

合える社会の実現に向け、男女共同参画プランに基づき様々

な施策を展開してまいりました。 

近年、ジェンダー・ギャップ指数に示される国際的な課題

に加え、国内では「困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律（女性支援法）」や「性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法

律（LGBT理解増進法）」が施行されるなど、男女共同参画を

取り巻く社会環境は新たな段階を迎えています。 

こうした中、本プランは、「町民が幸福を実感できるまち なかい」を将来像とする『第

七次中井町総合計画』と歩調を合わせ、「だれもが自分らしく生きることのできるまち 

なかい」の実現を目指して策定するものです。 

一方、本町では、働く女性の非正規雇用の割合の高さや、育児・介護などの負担が女

性に偏る傾向などの課題が見られます。また、若い世代の人口減少が進む中、地域の将

来を見据えた環境づくりが一層重要となっています。 

人口減少の時代においては、単に人口の数を追うだけでなく、このまちで暮らす一人

ひとりが尊重され、安心して能力を発揮できる社会を築くことが大切です。人が「ここ

で暮らし続けたい」と感じられるまちは、そこに暮らす人の幸福実感が高いまちである

と考えています。 

女性が安心して能力を発揮し、大切にされる社会こそが、中井町全体の活力を生み出

す礎となります。 

本町では、ウェルビーイングの視点を取り入れた幸福実感指標を重視しており、「あり

のままの、等身大の自分でいられる」と感じられる人を増やすことを大切な目標として

います。本プランを通じて、困難を抱える女性への支援を深めるとともに、地域づくり

や政策決定の場への女性の参画を一層推進し、町民一人ひとりの幸福実感の向上につな

げてまいります。 

町民の皆様、事業者の皆様とともに、誰もが自分らしく輝き、選ばれ、住み続けられるま

ちづくりを進めてまいります。今後とも温かいご理解とご協力をお願い申し上げます。 

令和８年３月 

中井町長  戸村 裕司 



白紙 
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第１章 計画の策定にあたって 
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１．計画の策定趣旨 

本町では、男女共同参画社会の実現を目指し、平成 17（2005）年に「中井町男女共

同参画プラン」を策定、第六次中井町総合計画との整合性を図るため、平成 30（2018）

年に「中井町男女共同参画プラン改訂版（以下、計画改訂版という。）」を策定し、町

と町民の皆様との協働により男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に実施してきました。 

プラン改訂版の策定以降も、2030 年を達成年限とする持続可能な開発目標であるＳＤ

Ｇｓの推進、コロナ禍以降の新たな日常や女性支援に関する新法の施行・労働関連の法

改正など、社会状況が大きく変化しています。 

令和７（2025）年度末をもって、計画改訂版の計画期間が満了となることから、社会

の状況の変化や町民の意見等を取り入れ、男女共同参画社会の実現と女性活躍の推進に

向けた取組みを更に加速するため、新たに「なかい男女共同参画プラン 2026（以下、本

計画という。）」を策定します。 

２．計画の性格 

 

◇本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく市町村男女共同参画計

画として、中井町における男女共同参画社会を実現するための指針となるものです。 

◇本計画は、国の「男女共同参画基本計画」及び県の「かながわ男女共同参画推進プラ

ン」を勘案するとともに、町の最上位計画である「第七次中井町総合計画」の部門別

計画として、他の個別計画との整合性を図っています。 

◇本計画は、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく市町村推進計画、「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」第２条の３第３項及び

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法）」第８条第２項に基

づく市町村基本計画として位置付けます。 
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３．計画の期間 

 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とし

ます。町の最上位計画である「第七次中井町総合計画」と整合性を図るため計画の開始

時期を合わせ、計画の最終年度である令和 12（2030 年度）にプランの見直しを行います。 

 

 令和8 

（2026） 

9 

（2027） 

10 

（2028） 

11 

（2029） 

12 

（2030） 

13 

（2031） 

14 

（2032） 

15 

（2033） 

16 

（2034） 

17年度 

（2035） 

中井町 

 

 

神奈川県 県プラン（第５次） 
かながわ男女共同参画推進プラン（第６次） 

（令和 10～14 年度） 
次プラン 

国 
第６次男女共同参画基本計画 

（令和８～12 年度） 
第７次計画 

 

４．計画の策定体制 

◇本計画の策定にあたっては、公募による町民で構成される「中井町男女共同参画推進

懇話会」において検討・審議を行いました。 

◇併せて、本計画に町民の皆様の意見を反映するため、住民意識調査、パブリックコメ

ント（令和８年１月 26 日～２月 16 日）を実施しました。 

 

 

 

なかい男女共同参画プラン2026 

●見直し 

第七次中井町総合計画 

次プラン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 男女共同参画を取り巻く現状と課題 
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１．国際的な流れと国・県・町の動向 

（１）国際的な流れ 

国際社会においては、国連を中心に、男女平等の実現に向けた取組みが進められてき

ました。昭和 50（1975）年にメキシコ・シティで国連が開催した「国際婦人年世界会議」

において「世界行動計画」が採択されるとともに、その後の国連総会において、昭和 51

（1976）年から昭和 60（1985）年までを「国連婦人の 10 年」とすることが宣言されま

した。以降、昭和 54（1979）年に「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約」（女子差別撤廃条約）を採択すると、性に基づく差別の撤廃と女性の地位向上に向け

た世界的な取組みは大きく前進しました。 

 

 近年の動向  

●世界経済フォーラムによる「ジェンダー・ギャップ指数」の公表 

令和７（2025）年６月、世界経済フォーラム（World Economic Forum：WEF）が公表し

た世界各国の男女平等の度合いを数値化した「ジェンダー・ギャップ指数」において、

日本は 148 か国中 118 位であり、前年と同じ順位となっています。特に、経済及び政治

分野における項目が低い評価となっています。しかし、令和７（2025）年 10 月に日本初

の女性首相が誕生したことで、今後順位の変動が注目されます。 

 

●ＳＤＧｓによる「ジェンダー平等」の推進 

平成 27（2015）年に国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が採択され、令和 12（2030）年までの国際目標として 17 の目標と 169 のターゲッ

トからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が公表されました。そのひとつのゴール

５には「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る」

という目標が示されています。 

本プランに関連のあるＳＤＧｓの目標
ゴ ー ル
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（２）国の動向 

わが国においても、世界的な動向を受けて、男女共同参画に関する法律や制度の整備

が進められてきました。 

平成 11(1999)年に、男女共同参画社会の形成に関する基本理念や、国、地方公共団体、

国民の責務などを定めた「男女共同参画社会基本法」が施行され、その翌年には、同法

の基本理念を実行に移すための法定計画として、「男女共同参画基本計画」が策定されま

した。その後、５年ごとに基本計画が策定されています。 
 

 近年の動向  

●「第６次男女共同参画基本計画」の策定 

令和８（2026）年３月には新たに「第６次男女共同参画基本計画」が策定され、以下

のような４つの目指すべき社会と３つの政策領域が示されています。 

【目指すべき社会】 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、

活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭 

生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 

【３つの政策領域】 

Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現  

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化 
  

●「女性支援法」の成立・施行 

令和６（2024）年４月、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進する「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。対象は、年齢、障が

いの有無、国籍等を問わず、性被害や家庭の状況等の様々な事情により日常生活や社会

生活を送る上で困難な問題を抱える女性やそのおそれのある女性となっています。 
 

●「ＬＧＢＴ理解増進法」の成立・施行 

令和５（2023）年６月、性的少数者に対する理解を広めるための「ＬＧＢＴ理解増進

法」が成立・施行されました。正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」であり、性的指向や性自認の多様性

に寛容な社会の実現に向けて、基本理念を定めるもので、国・地方公共団体は理解増進

施策の策定・実施に努めるものとされています。  
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（３）県の動向 

神奈川県においては、昭和 57（1982）年を「かながわ女性元年」として、「かながわ

女性プラン」を策定した後、平成 14（2002）年４月に施行した「神奈川県男女共同参

画推進条例」や、平成 15（2003）年度に策定した「かながわ男女共同参画推進プラン」

（以降５年おきに改定）に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組みを

行ってきました。 

 近年の動向  

●「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」の策定 

令和６（2024）年４月に施行された女性支援法に基づく基本計画及びＤＶ防止法に基

づく「かながわＤＶ防止・被害者支援プラン」の改定と合わせて、新たな計画として、

令和６（2024）年度～令和 10（2028）年度を計画期間とする「かながわ困難な問題を抱

える女性等支援計画」が策定されました。 

●「かながわ男女共同参画推進プラン（第５次）」の策定 

令和５（2023）年３月、「～すべての人が個性と力を発揮できるジェンダー平等社会へ

～」を計画の基本目標に、人権の尊重、あらゆる分野への参画、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現、固定的な性別役割分担意識等の解消の４つの基本理念と５つの重点目標に

より、当事者目線に立ち施策を推進する「かながわ男女共同参画推進プラン（第５次）

〔令和５（2023）年度～令和８（2026）年度〕」が策定されました。 

 

（４）本町の動向 

本町における取組みは、平成 17（2005）年に「中井町男女共同参画プラン」を策定

以降、社会環境の変化に対応するため平成 30（2018）年に改訂を行い、様々な分野に

おける男女共同参画に関する施策を推進してきました。 

 近年の動向  

●「中井町パートナーシップ宣誓制度」の導入 

令和４（2022）年４月に、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により、婚姻

制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町がお２人の

関係性を認め、宣誓書受領証を交付する制度を創設しています。また、連携協定を締結

することで、協定する自治体間で転入・転出した後も、簡易的な手続きで引き続き本制

度を利用できる相互利用の制度があり、令和７（2025）年２月には、県西地域２市８町

（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及

び湯河原町）と相互利用が可能になりました。  
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２．統計データからみる現状 

（１）総人口と年齢３区分別人口 

 

 

 

町の総人口は、近年減少が続いており、令和７（2025）年１月１日現在 8,902 人とな

っています。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）は減

少傾向、高齢者人口（65 歳以上）は令和２（2020）年までは増加していましたが、令和

３（2021）年以降横ばいで推移しています。 

年齢３区分別人口割合をみると、本町は年少人口割合が低い一方で、高齢者人口割合

が高く、国・県に比べ、少子高齢化が進行していることがわかります。 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別人口の比較（令和 7 年） 

 中井町 神奈川県 全国 

年少人口（15 歳未満） 7.9％ 11.1％ 11.1％ 

生産年齢人口（15～64 歳） 53.7％ 62.9％ 59.6％ 

高齢者人口 38.4％ 26.0％ 29.3％ 

資料：神奈川県年齢別人口統計調査結果報告（令和７年１月１日現在） 

  

1,062 1,004 985 956 917 832 798 767 707 678 

5,518 5,449 5,320 5,225 5,130 4,809 4,672 4,655 4,603 4,610 

3,047 3,135 3,212 3,256 3,302 
3,300 3,308 3,325 3,302 3,293 

9,635 9,596 9,525 9,445 9,357 9,263 
9,100 9,069 8,933 8,902 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

(人）

資料：神奈川県年齢別人口統計調査 （各年１月１日現在）

人口減少と少子高齢化が進行 
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（２）人口の移動 

 

 

 

令和２（2020）年と令和７（2025）年の年齢５歳階級別人口を比較し、ライフサイク

ルごとの人口の動きをみると、男女ともに就職（20～24 歳→25～29 歳）のタイミングで

大きな人口流出がみられます。特に男性は 100 人近い減少となっています。 

年齢５歳階級別人口の移動状況（令和２年→７年） 
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-40

-20

0

20

０～４→

５～９歳

５～９→

10～14歳

10～14→

15～19歳

15～19→

20～24歳

20～24→

25～29歳

25～29→

30～34歳

30～34→

35～39歳

35～39→

40～44歳

40～44→

45～49歳

45～49→

50～54歳

50～54→

55～59歳

55～59→

60～64歳

60～64→

65～69歳

男性 女性

（人）

資料：神奈川県年齢別人口統計調査 （各年１月１日現在）

若い世代は就職のタイミングでの人口移動が多い 
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（３）世帯構成 

 

 

 

① 世帯構成の状況と推移 

一般世帯を家族類型別にみると、本町では神奈川県や全国に比べ「単独世帯」の割合

が低く、「夫婦と子ども」や三世代世帯を含む「核家族以外の世帯」の割合が高くなって

います。 

経年で比較すると、「夫婦と子ども」は減少し、「夫婦のみ世帯」や「単独世帯」が増

加しています。 

一般世帯の推移と構成比【３時点及び全国・神奈川県との比較】 （令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 世帯数及び１世帯あたり人員 

夫婦のいる一般世帯における「夫・妻ともに就業」（共働き）の割合をみると、平成 22

（2010）年から横ばいで推移し、令和２（2020）年で 48.4％と約半数の世帯が共働きと

なっています。 

共働き世帯数及び割合の推移 【経年比較】 

 

 

 

 

  

2,352 2,307 
2,181 

1,136 

（48.3%）
1,141 

（49.5%）
1,056 

（48.4%）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成22年 平成27年 令和２年

資料：国勢調査

（世帯） 夫婦のいる一般世帯

共働き世帯

夫婦のみ

21.2

23.7

25.5

20.0

20.0

夫婦と

子ども

33.2

31.7

27.5

27.4

25.0

ひとり親と

子ども

8.6

8.8

9.0

8.4

9.0

核家族以外

の世帯

17.5

15.4

12.6

3.9

6.8

非親族を

含む世帯

0.8

0.5

0.7

1.0

0.9

単独世帯

18.8

20.0

22.7

39.2

38.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.3

平成22年

中井町 平成27年

令和２年

神奈川県 令和２年

全 国 令和２年

単位：％
核家族世帯

資料：国勢調査

不詳

夫婦だけの世帯、単独世帯の増加など世帯構成が変化 

夫婦のいる世帯の約半数は共働き 



■ 第２章 男女共同参画を取り巻く現状と課題 ■ 

 

13 

（４）女性の就労の状況 

 

 

 

① 女性の労働力率の推移 

本町の女性の労働力率を年齢階級別にみると 20 歳以上では多くの年齢階級でも労働

力率が上昇しています。 

一般的に女性の労働力率は、結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、育児が落ち着

いた時期に再び上昇するという、いわゆる「Ｍ字カーブ」を描くことが知られています

が、近年、全国的にＭ字の谷が緩やかになってきており、本町においても同様の傾向が

みられます。一方で、25～29 歳をピークに正規雇用の割合が低下する「Ｌ字カーブ」が

新たな課題となっています。 

女性の年齢階級別労働力率 【経年比較】（平成 27 年と令和２年の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 雇用形態 

性別に雇用形態をみると、「正規雇用（正規の職員・従業員）」の割合は女性が 39.6％

であるのに対し、男性は 73.5％と大きな差がみられます。一方で、全国や神奈川県との

比較では、本町は男女ともに非正規雇用の割合が高いことが特徴となっています。 

これは、本町の就業者に占める65歳以上の割合が高いことに起因すると考えられます。 

性別の雇用形態の内訳（令和２年） 

 

  

17.9 

79.9 

84.6 

78.8 78.3 
82.1 85.5 

82.1 
74.4 

57.0 

35.5 
27.6 

12.6 11.5 5.8 

19.1 

69.4 

85.3 

75.8 75.5 
80.1 79.2 77.0 

71.7 

48.7 38.6 

20.5 
14.8 13.7 

6.3 

0

20

40

60

80

100

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

令和２年 平成27年

資料：国勢調査

（％）

39.6 

46.3 

48.0 

60.4 

53.7 

52.0 

0 20 40 60 80 100

中井町

神奈川県

国

資料：国勢調査

％
■女性

正規雇用 非正規雇用

73.5 

81.4 

81.6 

26.5 

18.6 

18.4 

0 20 40 60 80 100

中井町

神奈川県

国

％
■男性

正規雇用 非正規雇用

正規雇用：正規の職員・従業員

非正規雇用：労働者派遣事業所の派遣社員

＋パート・アルバイト・その他

働く女性は増加しているが、非正規雇用が多い 
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（５）婚姻や出生の状況 

 

 

 

① 性別・年齢階級別の未婚率の推移 

本町の性別・５歳階級別の未婚率について、経年で比較すると、男性では「30～34 歳」、

女性では「25～29 歳」を除いて、令和２（2020）年の方が未婚率は上昇しており、男女

ともに晩婚化、未婚化の傾向が進んでいます。 

性別・年齢５歳階級別未婚率の推移（平成 27 年と令和２年の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出生数と合計特殊出生率の状況 

平成 29（2017）年～令和４（2022）年までの本町の出生数と合計特殊出生率※をみる

と、令和２（2020）年に大きく低下、以降横ばい傾向で移行し、令和４（2022）年は 29

人・0.83 となっています。合計特殊出生率を全国・神奈川県と比較すると、いずれも下

回り推移しています。 

出生数と合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

  

男女ともに晩婚・未婚の傾向が進み、出生数も低下傾向 

※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の 

女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 

中井町

出生数 中井町 神奈川県 全国

平成29年 42 1.00 1.29 1.43

平成30年 36 0.95 1.28 1.42

令和元年 45 1.13 1.23 1.36

令和２年 30 0.80 1.20 1.33

令和３年 32 0.94 1.19 1.30

令和４年 29 0.83 1.15 1.26

資料：神奈川県人口動態調査、神奈川県衛生統計年報

合計特殊出生率



■ 第２章 男女共同参画を取り巻く現状と課題 ■ 

 

15 

（６）女性の活躍に関する状況 

 

 

 
 

① 町の審議会等の委員における女性の割合 

審議会等の委員における女性の割合の推移をみると、令和元（2019）年以降、概ね横

ばいで推移し、令和６（2024）年 27.8％となっています。国・神奈川県との比較では、

やや低い傾向にあります。 

審議会等の委員における女性の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中井町役場における女性管理職の登用状況 

中井町役場の各職位に占める女性の割合をみると、女性職員の年齢構成等により、課

長補佐職は２割台半ば、課長相当職では１割台にとどまるものの、係長相当職において

は６割を超えていることから、今後の上昇が期待されます。 

中井町役場の各職位に占める女性の割合の推移 

 

 

 

 
 

  

審議会の女性割合は国・県に比べ低い傾向 

役場の女性管理職割合は係長相当職では６割越え 

24.9 
23.0 22.3 21.8 23.0 

27.8 

30.9 31.3 31.4 31.2 
32.4 32.7 

39.6 
40.7 

42.3 43.0 
42.1 42.0 

0

10

20

30

40

50

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

中井町 神奈川県平均 国

資料：国 「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」

県平均・町「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策

の推進状況」

（％）
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３．住民意識調査からみる課題 

（１）調査の目的 

新たな「中井町男女共同参画プラン」の策定にあたり、住民の男女共同参画に関する

意識や考え方を把握し、今後の男女共同参画に関する施策や取組みに反映させるための

基礎資料とすることを目的に実施しました。 

（２）調査の目的 

項目 住民意識調査 

調査対象 町内在住の 18 歳以上 1,000 名 

抽出方法 住民基本台帳より無作為抽出 

調査方法 郵送配付・郵送回収（インターネットによる回答を併用） 

調査期間 令和７年７月 24 日～令和７年８月 13 日 

回収結果 郵送 193 件  WEB 80 件 計 273 件（27.3％） 

 

（３）調査項目 

調査項目 

► 各場面における男女の平等感について 

► 家事や子育てに関する意識について 

► 用語などの認知度について 

► 男女がともに働きやすい就業環境について 

► 防災対策における男女共同参画について 

► ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）について 

► 男女共同参画のために本町が重点を置いて取り組むべきこと 
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（４）調査結果の概要 

① 「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担の考え方について 

 

 

 

 

固定的な性別役割分担の考え方に『反対（「反対」＋「どちらかといえば反対」）』は75.9％

と『賛成（「賛成」＋「どちらかといえば賛成」）』の23.4％を大きく上回ります。 

『反対』の割合は、性別では女性が男性を10.1 ポイント上回ります。年代別でみると、

10～20 歳代と 50～60 歳代で８割を超え高くなっています。 

国が実施した令和６（2024）年の調査と比較すると、『反対』の割合は国を10ポイント

以上上回っています。 

「男は仕事、女は家庭」という考え方について 【全体／性別／年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国調査との比較 

 

  

『賛成』 『反対』

23.4 75.9

28.7 71.3

17.9 81.4

13.3 86.7

32.2 67.9

19.2 80.7

30.7 67.8

2.2

3.3

0.7

0.0

1.8

0.9

6.5

21.2

25.4

17.2

13.3

30.4

18.3

24.2

37.4

38.5

36.6

48.9

30.4

37.6

35.5

38.5

32.8

44.8

37.8

37.5

43.1

32.3

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=273)

男性(n=122)

女性(n=145)

10～20歳代(n=45)

30～40歳代(n=56)

50～60歳代(n=109)

70歳以上(n=62)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答

年
代
別

性

別

「男は仕事、女は家庭」に反対の割合は、性別では女性、 

年代では 10～20 歳代で高い 

『賛成』 『反対』

23.4 75.9

33.1 64.8

2.2

4.5

21.2

28.6

37.4

37.7

38.5

27.1

0.7

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中井町(n=273)

国Ｒ6(n=2,673)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答
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② 様々な生活の場面での男女の平等感 

 

 

 

様々な生活の各場面における男女の平等感について、「平等」との回答の割合は、＜③

学校教育で＞が 69.2％と最も高く、次いで＜⑧PTA やボランティアなどの活動で＞が

52.7％、＜⑤法律や制度の上で＞が 38.5％となっています。 

一方で、『男性優遇（「男性の方が非常に優遇されている」＋「どちらかといえば男性

の方が優遇されている」）』は、＜⑥社会通念や慣習・しきたりなど＞や＜④政治の場で

＞、＜⑨社会全体で＞で７割を超え高くなっています。 

様々な場面における男女の平等感 【全体】  

『男性
　優遇』

『女性
　優遇』

56.0 6.3

53.5 9.9

17.9 5.2

76.9 1.1

49.5 7.7

77.7 1.9

52.4 8.0

32.9 8.8

72.5 7.7

11.7

6.2

1.8

26.7

10.3

18.7

10.6

6.2

9.5

44.3

47.3

16.1

50.2

39.2

59.0

41.8

26.7

63.0

35.2

31.1

69.2

18.7

38.5

15.8

35.5

52.7

16.1

5.9

9.2

4.8

1.1

5.9

1.5

7.3

8.1

6.2

0.4

0.7

0.4

0.0

1.8

0.4

0.7

0.7

1.5

2.6

5.5

7.7

3.3

4.4

4.8

4.0

5.5

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 家庭生活

② 職場で

③ 学校教育で

④ 政治の場で

⑤ 法律や制度の上で

⑥ 社会通念や慣習・しきたりなど

⑦ 自治会の活動で

⑧ PTAやボランティアなどの活動で

⑨ 社会全体で

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 無回答

学校教育は平等と認識の一方で、 

特に家庭生活や地域活動において男女の意識差が大きい 
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『男性優遇（「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優

遇されている」の合計）』の割合を性別にみると、すべての場面で『男性優遇』との回答

の割合は、女性が男性を上回っています。特に＜①家庭生活＞、＜⑦自治会の活動で＞、

＜⑧PTA やボランティアなどの活動で＞では 20 ポイント以上の差があります。 

様々な場面における男女の平等感の『男性優遇』の割合 【性別】  

①家庭生活

②職場で

③学校教育で

④政治の場で

⑤法律や制度の上で

⑥社会通念や習慣・しきたり
　 など

⑦自治会の活動で

⑧PTAやボランティアなど
　 の活動で

⑨社会全体で

4.9

15.9

4.1

7.6

0.0

3.4

15.6

34.5

5.7

13.8

7.4

28.3

4.9

14.5

0.8

9.7

1.6

15.9

39.3

50.3

41.8

52.4

9.0

22.1

53.3

49.7

29.5

48.3

66.4

53.8

34.4

49.0

18.0

35.2

63.1

63.4

44.2

66.2

45.9

60.0

9.0

25.5

35.2

62.1

39.3

63.5

18.8

44.9

64.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

男性(n=122) 女性(n=145)

68.9

84.2

73.8

82.1

79.3
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③ 家庭内の役割分担と満足度 

 

 

 

 

家事・育児・介護等の役割分担について、『妻（「ほとんど妻」と「どちらかといえば

妻」の合計）』の割合は、＜①家事（炊事・洗濯・掃除など)＞が７割前半、＜②育児や

子どもの教育＞が６割半ばとなっています。 

反対に『夫（「ほとんど夫」と「どちらかといえば夫」の合計）』の割合は、＜④生活

費を稼ぐこと＞が６割後半、＜⑤自治会などの地域活動＞で約５割となっています。 

家事・育児・介護等の役割分担 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『妻』  『夫』

73.1 3.3

65.0 0.5

40.5 2.5

1.9 67.7

14.3 49.3

41.5

21.8

15.1

1.4

6.2

31.6

43.2

25.4

0.5

8.1

22.2

22.8

37.6

25.6

28.7

2.4

0.5

1.5

34.8

23.0

0.9

0.0

1.0

32.9

26.3

0.5

0.0

1.5

0.0

2.4

0.9

11.7

18.0

4.8

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家事（炊事・洗濯

・掃除など)

②育児や子どもの

教育

③親や家族の介護・

看護

④生活費を稼ぐこと

⑤自治会などの地域

活動

ほとんど妻 どちらかといえば妻 夫と妻が同じくらい分担

どちらかといえば夫 ほとんど夫 夫婦以外

行う必要がない

女性は家事・育児・介護、男性は稼得役割と地域活動 

役割分担の満足度は女性で低い傾向 



■ 第２章 男女共同参画を取り巻く現状と課題 ■ 
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そうした家庭内の役割分担に対し、既婚者（またはパートナーあり）の『満足（「満足

している」と「どちらかといえば満足している」の合計）』の割合は、男性が女性を 28.2

ポイント上回ります。 

年代別でみると、30～40 歳代は「満足している」と「どちらかといえば不満」がとも

に他の年代を大きく上回るなど、意見が分かれます。 

30～40 歳代の回答を更に性別でみてみると、「どちらかといえば不満」は、男性 7.1％

に対し、女性 42.9％となっています。 

家庭内の役割分担の満足度 【全体・性別・年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭内の役割分担の満足度 【30～４０歳代】 

  

※本設問の回答者中に、性別が「わからない・答えたくない」の方が１人いるため、上のグラフの回答者

数と男女の合計が一致しません。 
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④ 男女共同参画推進のために町が重点を置いて取り組むべきこと 

 

 

 

男女共同参画推進のために町が重点を置いて取り組むべきことは、「子育てや介護への

支援の充実」が 68.1％で最も高く、次いで「誰もが働きやすい職場環境づくりへの支援」

が 50.2％、「性別にとらわれず多様な選択を可能にする男女平等教育の推進」が 48.7％

となっています。 

性別でみると、「地域活動への女性の参画促進」と「政策決定の場（町の審議会・委員

会）への女性の参画促進」は男性が女性を上回り（各 16.7／15.1 ポイント差）、「女性の

就労・再就職・起業への支援」と「男性の家事、育児などの参画を促進する広報・啓発

活動」は女性が男性をそれぞれ上回ります（各 12.4／8.9 ポイント差）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てや介護への支援の充実が望まれる一方で、 

女性は就労・再就職等への支援や男性の家庭参画の啓発 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

  



 

 

 

 



■ 第３章 計画の基本的な考え方 ■ 

 

25 

 

１．基本理念 

本プランは、町民・事業者・行政の協働によって、中井町における男女共同参画の推

進に関する施策を総合的に推進するものです。これまで「男女が協力し合い、支え合っ

て喜びも責任も分かち合える男女共同参画社会の実現」を目指し、２期にわたりプラン

の策定と推進を図ってきました。 

町の最上位計画である「第七次中井町総合計画」におけるまちづくりの方向性や本町

を取り巻く男女共同参画の現状と課題等を踏まえ、本プランの基本理念を新たに「だれ

もが自分らしく生きることのできるまち なかい ～男女共同参画と多様性を尊重する

社会の実現～」と定めます。 

 

だれもが自分らしく生きることのできるまち なかい 

～ 男女共同参画と多様性を尊重する社会の実現 ～ 
 

 

２．基本目標 

基本理念である「だれもが自分らしく生きることのできるまち なかい ～男女共同

参画と多様性を尊重する社会の実現～」の実現に向け、以下の３つの基本目標を掲げ、

様々な施策を展開します。 
 

基本目標Ⅰ 男女共同参画と多様性を尊重する意識づくり 

 

基本目標Ⅱ だれもが自分らしく働き・輝く環境づくり 

 

基本目標Ⅲ すべての人の人権尊重と安心・安全な社会づくり 

 

  



 

26 

３．計画の体系 

 

 

 

 

（１）男女共同参画と多様性の推進に向けた意識啓発 

（２）男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

（３）男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 
だ
れ
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち 

な
か
い 

～ 

男
女
共
同
参
画
と
多
様
性
を
尊
重
す
る
社
会
の
実
現 

～ 

基本目標Ⅰ 
男女共同参画と多様性を尊重する意識づくり 

 

 
 

（１）政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

（２）女性のチャレンジ支援と環境整備 

（３）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援 

（４）男女ともに働きやすい環境の整備 

基本目標Ⅱ 
だれもが自分らしく輝き・働く環境づくり 

 

 

（１）人権を尊重するまちづくりの推進 

（２）ジェンダーに基づくあらゆる暴力根絶の推進 

 

（３）困難を抱える女性への支援の推進 

 

（４）生涯を通じた健康づくりと切れ目ない子育て支援の推進 

（５）男女共同参画の視点に立った防災対策等の推進 

基本目標Ⅲ 
すべての人の人権尊重と安心・安全な社会づくり 

中井町配偶者等からの暴力(ＤＶ)の防止及び被害者支援基本計画 

中井町困難女性支援基本計画 

中井町女性の活躍推進計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の内容 

  



 

 

 

 



■ 第４章 計画の内容 ■ 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画と多様性を尊重する意識づくり 
 

●男女共同参画社会の実現は日本の重要な課題であり、国際社会で共有される基準でも

あります。町民一人ひとりが、性別や世代、国籍等を問わず尊重されるためには、互

いを思いやる気持ちをもって、その違いをわかり合い理解することが重要です。 

●住民意識調査において、様々な分野での男女の平等感をたずねたところ、「平等」の割

合は、平成 26（2014）年度の前回調査から大きな変化はみられません。また、すべて

の分野で女性の『男性優遇』が男性を上回る（P17）など、特に女性で不平等を感じる

人が多くなっています。 

●性別による不平等（ジェンダー・ギャップ）性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）に気づき、町民の男女共同参画意識、多様性の推進に関す

る啓発や子どもから大人まで年代やライフステージに合わせた情報発信や学習機会の

提供等に取り組むことが必要です。 

●学校教育の場は、人々の意識の形成に大きな影響を及ぼします。男女共同参画や多文

化共生の意識づくりは、子どもの頃から行われることが重要であり、次代を担う子ど

も達が性別にとらわれることなく、選択肢や可能性を広げるための教育を推進する必

要があります。 

●地域活動は、住民意識調査によると男性が担うことが多く、性別での不平等感の差が

やや大きくなっています。高齢化が進行し、地域活動の担い手の確保が難しくなるな

か、女性や若者、外国につながりのある住民などの多様な人材が参加しやすい仕組み

により持続可能な地域づくりを行うことが求められます。 

各分野における男女の平等感（「平等」の割合） 【全体／経年比較】 

  

①家庭生活

②職場で

③学校教育で

④政治の場で

⑤法律や制度の上で

⑥社会通念や習慣・しきたり
　 など

⑦自治会の活動で

⑧PTAやボランティアなど
　 の活動で

⑨社会全体で

35.2

31.1

69.2

18.7

38.5

15.8

35.5

52.7

16.1

37.7

33.8

71.1

10.3

42.8

10.3

40.7

51.7

17.9

29.8

17.5

59.3

18.6

32.1

12.1

ー

ー

ー

0% 20% 40% 60% 80%

今回(n=273) Ｈ26(n=145) Ｈ16(n=560)

※平成16年の調査では、自治体の活動、PTAやボランティア、社会全体についての設問が

ないため、記載なし
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（１） 男女共同参画と多様性の推進に向けた意識啓発 

町民一人ひとりの多様性を認め合い、だれもがその人らしく暮らすことのできる地域

社会を実現するため、様々なメディアを活用しながら意識啓発と情報発信を行います。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

１ 
広報紙等による情報

提供 

町広報紙、町ホームページ、SNS 等に男女共同

参画に関する情報を掲載し、意識の啓発を行い

ます。 

地域防災課 

★ 

２ 

啓発冊子（リーフレッ

ト等）の発行 

男女共同参画に関する啓発冊子（男女共同参画

情報誌「ひだまり」等）を作成・配布します。 
地域防災課 

３ 

県及び近隣市町との

連携による事業の実

施 

啓発活動などの事業を県及び近隣市町との連

携により実施し、その効果を高めるとともに、

連携体制の強化を図ります。 

地域防災課 

４ 

研修会（セミナー）・

講演会・フォーラムの

開催 

男女共同参画をテーマとした研修会や講演会、

フォーラム等を定期的に開催します。 
地域防災課 

５ 

行政文書（刊行物等）

における用語や表現

の見直し 

行政文書（刊行物等）について、社会情勢の変

化による用語の使い方や取り扱いの変化等の

新しい情報に留意し、不適切な用語・表現の不

使用の徹底を図ります。 

総務課 

地域防災課 

６ 
情報の収集と図書資

料の充実 

男女共同参画に関する幅広い情報や関連図書

の充実を図ります。 

地域防災課 

生涯学習課 

７ 

「中井町パートナー

シップ宣誓制度」の周

知と性の多様性への

理解促進 

性的マイノリティの方をはじめ、婚姻制度を利

用できないカップルの方を対象に、町が二人の

関係性を認める「中井町パートナーシップ宣誓

制度」を周知し、適切な利用につなげます。ま

た、性の多様性への正しい理解に向けた意識啓

発を行います。 

福祉課 

８ 多文化共生の推進 

地域への多文化共生の啓発や地域住民との交

流会の実施による地域コミュニティの形成、外

国につながりのある住民に対するやさしい日

本語や多言語による情報発信により多文化共

生を推進します。 

地域防災課 

  



■ 第４章 計画の内容 ■ 
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（２） 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

幼児期から成人期まで継続して、人権や男女平等についての正しい理解と認識が身に

付くような教育を進めるとともに、教職員等への研修の充実を図ります。また、だれも

が学習に取り組むことのできる環境づくりを推進します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

９ 教育相談の充実 
家庭における子どもの教育や養育上の問題

に対応するため、教育相談を充実します。 
教育課 

10 
小・中学校での男女平等

教育の推進 

児童生徒一人ひとりの人権を尊重する男女

共同参画の視点に立った教育指導を行いま

す。 

教育課 

11 
保健体育科・技術家庭科

の男女共習の推進 

保健体育科・技術家庭科の男女共習を推進

し、男女平等意識の形成を図ります。 
教育課 

12 
思春期教育（性教育）の

推進 

性について正しく理解されるよう、児童・

生徒の発達段階に応じた思春期教育（性教

育）を継続的に推進します。 

教育課 

13 
性別にとらわれない進

路指導 

性別にとらわれず、個々の能力、適性を重

視した進路指導を行います。 
教育課 

14 教職員研修の充実 

学校における男女平等教育の推進に向け、

教職員の意識向上を図るため、研修等を充

実します。 

教育課 

★ 

15 

各種講座等開催時にお

ける託児の実施 

子どもを持つ保護者の学習などへの参加を

しやすくするため、講座や講演会などの開

催時における託児の実施や参加しやすい環

境づくりに努めます。 

関係課・局 

16 

外国につながりのある

児童生徒への学習の支

援 

国際教室の設置及び日本語指導員の配置に

より、児童生徒が学校生活にすみやかに順

応できるように取り組みます。 

教育課 

17 
自主的な学習活動への

支援等 

自主的な学習活動に対して、学習場所を提

供するとともに、広報、情報誌、町ホームペ

ージ等で学習や団体の情報の提供に努めま

す。 

生涯学習課 

地域防災課 
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（３） 男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 

性別や世代、国籍にかかわりなく参加できる地域の交流活動を促進することで、地域

活動の活性化や持続可能で多様性のある地域づくりを推進します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

18 
地域活動に関する情報

の提供 

地域活動やボランティア活動に気軽に参画

できるよう、広報誌等による情報提供に努

めます。 

地域防災課 

★ 

19 

地域活動（自治会活動

等）への女性の参画の促

進 

自治会活動など地域活動に女性が積極的に

参画できるよう、女性が参画しやすい環境

づくりに関する意識啓発を行います。 

地域防災課 

20 
公共施設（公民館等）の

交流の場としての活用 

女性団体等の情報交換や活動交流の場とし

て、公共施設（公民館等）の活用を促進しま

す。 

生涯学習課 

 

 

 

★の付いた施策（事業）に指標が設定されています。 

（1）の指標 

男女共同参画情報誌「ひだまり」の発行 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

2 回／年 2 回／年以上 

（2）の指標 

託児ボランティア登録者数 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

9 名 10 名 

（3）の指標 

自治会役員研修会における啓発回数 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

1 回／年 1 回／年以上 

 

  

■ 基本目標Ⅰの数値指標 ■ 



■ 第４章 計画の内容 ■ 
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基本目標Ⅱ だれもが自分らしく輝き・働く環境づくり 

 

●国では、平成 15（2003）年に掲げた「2020 年までに指導的地位の女性割合を 30％に」

という目標が達成できなかったことから、第５次基本計画では 2020 年代の可能な限

り早期に実現することを目指し、第６次基本計画でも更に取組みを加速させることと

しています。 

●本町においては、審議会等の委員における女性の割合は２割台で推移と国や県の水準

を下回ります。また、年齢構成の影響により町役場の管理職は課長補佐職以上で女性

の割合が低くなっています（P15）。町政や審議会等に女性が積極的に関わることで、

多様な視点が反映されることから、今後も継続的な取組みが求められます。 

●住民意識調査において、性別にかかわらず、すべての人がともに働きやすくなるため

に必要なことは、若い世代は柔軟な働き方、50～60 歳代は職場の理解・協力、70 歳以

上では家族の理解・協力など年代による違いがみられます。 

また、家庭内の分担は、男性で生活費を稼ぐこと、女性で家事・育児等に偏っており、

そうした家庭内の分担への女性の満足度が低くなっています。 

●女性の再就職や起業の支援により、女性のチャレンジできる領域を広げていくこと、

性別を問わず働きやすい環境づくりや多様な働き方への取組みを推進すること、また、

働く人の能力の発揮や就業継続の観点からも、ハラスメント等が起こらない職場づく

りを進めることが重要です。 

●町民のだれもが理想とする生き方や働き方を実現し、共働き・共育て、仕事と家事・

子育て・介護などのワーク・ライフ・バランスが叶う環境の整備に努めること、女性

に偏りがちな家事・育児等を男女がともに担えるよう、意識啓発や子育て支援の充実

を図っていくことが必要です。 

すべての人が働きやすくなるために必要なことの第１位 【年代別】 

 

短時間勤務やテレワークなど

柔軟な働き方ができる 

 

育児や介護について 

職場の理解と協力がある 

 

働くことについて家族の 

理解と協力がある 

 

10～20 歳代 

30～40 歳代 

50～60 歳代 

 

70 歳以上 
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（１） 政策・方針決定の場への女性の参画の推進 

町政の方針・意思決定の場に多様な視点を取り入れ、だれもが暮らしやすいまちにし

ていくために、庁内の関係各課と連携して、女性の積極的な登用の推進と町の審議会等、

政策や方針を決定する過程への女性の参画を促進します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

21 

町の審議会・委員会等へ

の女性委員の登用の推

進 

審議会・委員会等の委員への女性の積極的

登用を図るため、関係団体への女性の推薦

要請や公募制の拡大に努めます。 

全課・局 

22 

まちづくりパートナー

制度での人材情報の整

備・提供 

各分野で活躍している人材を発掘し、その

情報を人材バンクとして整備し、町民に提

供します。 

地域防災課 

23 
各種団体役員への女性

登用促進 

自治会などの地域で活動する各種団体の役

職者に女性の登用が図られるよう、啓発に

努めます。 

関係課 

24 
各種広聴事業（モニター

制度等）の活用 

モニター制度等各種広聴事業を活用して、

町政に対する女性の意見を反映していきま

す。また、事業への女性の参加を促進しま

す。 

地域防災課 

25 
男女共同参画推進懇話

会の開催 

町民との協働により男女共同参画を推進す

るため、男女共同参画や女性活躍に関する

内容を議論する男女共同参画推進懇話会等

を開催します。 

地域防災課 

 

（２） 女性のチャレンジ支援と環境整備 

年代やライフステージに合わせて、女性一人ひとりの能力を活かし、経済的自立を実

現できるよう、女性の就労や起業、出産・子育てで退職した方の再就職に向けた支援や

農商工等の分野における女性の活動を支援します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

26 

中井町における女性職

員の活躍の推進に関す

る特定事業主行動計画

の推進 

計画に基づき、町役場における女性活躍と

仕事と家庭生活の両立に向けた職場環境の

整備を推進するとともに、町内の一事業所

として役場の取組情報を発信することによ

り啓発を推進します。 

総務課 

27 
女性活躍に関する情報

の提供 

関係機関との連携により、女性がキャリア

について考えるときに役立つ情報やキャリ

アアップにつながる講座などの情報の提供

に努めます。 

産業環境課 



■ 第４章 計画の内容 ■ 
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No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

28 
女性の学習・自己啓発機

会の充実 

女性がその能力を十分に発揮して、様々な

分野への参画が可能となるよう、学習機会

や自己啓発機会の充実を図ります。 

関係課・局 

29 

男女雇用機会均等法等

の法律や制度の事業主

に対する周知 

県等の関係機関と協力して、事業主などに

対し男女雇用機会均等法やパートタイム労

働法など法律や制度の周知を推進します。 

産業環境課 

30 
起業に関する情報の提

供 

起業関連情報の提供を行うなど、女性の起

業の支援に努めます。 
産業環境課 

31 
再就職のための講座等

の情報発信 

育児・介護等のため就業を中断した女性の

再就職を支援するため、県や関連機関が主

催する資格取得などの学習講座等の情報を

積極的に提供します。 

地域防災課 

産業環境課 

32 
農業や商工自営業にか

かわる女性の活動支援 

農業や商工自営業の担い手として、男女が

対等に経営に参画できる環境づくりに努め

るほか、農産物の生産や加工、販売などを

行う女性グループの育成・支援を推進しま

す。 

産業環境課 

 

（３） ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援 

男女が協力して家庭に参画するという意識を醸成するとともに、ニーズに応じて保育・

子育て支援や介護を受けられるよう、利用しやすいサービスを提供します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

33 
家庭・地域活動等への参

画の促進 

男性を対象とした料理教室をはじめ、男女

が協力して家事・育児等を行うことや地域

活動等への参画を促進するため、各種講座

の充実に努めます。 

健康課 

井ノ口公民館 

34 
福祉教育（育児体験・介

護体験）の推進 

育児や介護を体験することにより、思いや

りの心を育み、育児・介護を男女がともに

担うという意識向上を図ります。 

教育課 

健康課 

35 
「中井町子ども・子育て

支援事業計画」の推進 

保護者の仕事と生活の調和の実現のため、

「中井町子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、子育て支援サービスの充実を図り

ます。 

福祉課 

 



 

36 

 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

36 保育サービスの充実 

保護者の就労、疾病、育児疲れ等に伴う多様

な保育ニーズに対応し、多くの子育て家庭が

利用しやすいサービスの提供に努めます。 

福祉課 

37 
放課後児童健全育成の

推進 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童を対象とした放課

後児童健全育成事業（学童保育）を推進し

ます。 

福祉課 

★ 

38 

ファミリー・サポート・

センター事業の推進 

子育て中の保護者の多様なニーズに応える

ため、地域の方の協力を得ながら子育て支

援を行うファミリー・サポート・センター

事業を推進します。 

福祉課 

39 

「中井町高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計

画」の推進 

「中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」に基づき、高齢者の自立支援と重

度化防止、地域共生社会の実現に向けた取

組みを推進します。 

健康課 

40 
介護保険制度の円滑な

運営 

利用者のニーズに適切に対応し、利用者が

満足できる質の高いサービスの提供を促進

するなど、介護保険制度の円滑な運営に努

めます。 

健康課 

41 
高齢者の在宅生活の支

援 

高齢者が住み慣れた地域で生活できるよ

う、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世

帯、在宅で高齢者を介護する家族に対し、

在宅サービスの充実に努めます。 

健康課 

42 家族介護者の支援 

介護者の精神的・身体的負担を軽減するた

め、家族介護者の相談・支援を行うととも

に、情報交換や介護、認知症支援に関する

知識習得を目的とした、家族介護交流等の

取組みを実施します。 

健康課 
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（４） 男女ともに働きやすい環境の整備 

性別にとらわれず、だれもが働きやすく働きがいのある職場環境の整備に向けた事業

所への意識啓発・情報発信や国・県の助成制度等の周知を行います。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

43 
職場環境改善に向けた

啓発や情報発信 

県など関係機関と協力して、事業主などに

対し、労働時間の短縮や多様な働き方の導

入など職場環境の改善について啓発や情報

発信を行います。 

産業環境課 

44 
育児・介護休業制度の普

及と男性の取得促進 

仕事と家事や育児、介護を両立しながら働

き続けることができるよう、育児・介護休

業制度の普及と男性の取得促進に向けた情

報提供に努めます。 

産業環境課 

45 
各種ハラスメント防止

のための啓発 

関係機関と連携して、事業主に対し、各種

ハラスメント防止に向けた啓発や情報提供

を行います。 

産業環境課 

★ 

46 

各種ハラスメントに関

する町職員・教職員への

研修の実施 

すべての町職員・教職員に対し、各種ハラス

メントを防止するための研修を行います。 

総務課 

教育課 

 

 

★の付いた施策（事業）に指標が設定されています。 

（1）の指標 

町の審議会・委員会等への女性委員の登用率 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

27.8％ 35％ 

（2）の指標 

参事・課長級の女性職員の割合 

現状値（令和 7 年度） 目標値（令和 12 年度） 

14.3％ ３０％ 

男性職員の育児休業取得率 

現状値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度） 

５０％ ８5％ 

（3）の指標 

ファミリー・サポート・センター事業の会員数 

現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 12 年度） 

25 名 20 名以上 

（4）の指標 

職員研修の開催回数 

現状値（令和 7 年度） 目標値（令和 12 年度） 

1 回／年 1 回／年以上 
    

■ 基本目標Ⅱの数値指標 ■ 
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基本目標Ⅲ すべての人の人権尊重と安心・安全な社会づくり 

 

●だれもが性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する男女共同参画社会の

実現にあたっては、個人の人権が尊重され、安全・安心に暮らせることが不可欠です。 

●配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力等は、重大な人権侵害であり、その予防と被害

からの回復に取り組み、暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を実現する上で

重要な課題です。 

●住民意識調査では、ＤＶやデートＤＶの対策や防止のために必要なこととして、多様

な相談窓口の周知と相談しやすい環境整備が最も多くなっています。性別では、女性

でＤＶ被害者のプライバシーを守る施策の充実が多くあげられています。 

●女性は予期せぬ妊娠など性や生殖の問題、出産・育児によるキャリアの断絶が起こり

やすい、男性に比べ非正規雇用の割合が高いことなどから経済的な困窮を抱えやすい

など、女性特有の困難さがあります。そうした状況の女性に対し包括的な支援を行う

ことができるよう、令和６（2024）年４月より「女性支援法」が施行されています。 

●男女ともにホルモンバランスが健康に及ぼす影響があることから、思春期・成熟期・

更年期・老年期などライフステージに応じた支援を行うほか、性別を問わず性や健康

に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めた将来設計などを考え健康管理を行う

プレコンセプションケアなど、関係機関と連携して町民一人ひとりが充実した人生を

送るための支援の充実を図ります。 

●妊娠・出産は女性にとって、身体的な影響や大きな環境の変化をもたらすことから、

妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を行うことが重要です。 

●大規模な災害の発生時には、特に女性や子どもなど弱い立場に置かれやすい人々によ

り多くの影響が現れることが指摘されています。令和６年能登半島地震においても、

災害対応において男女共同参画の視点からの取組みの促進が呼びかけられています。 

ＤＶやデートＤＶの対策や防止のために必要なこと（上位５項目） 
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（１） 人権を尊重するまちづくりの推進 

町民一人ひとりの人権の尊重により、だれもがその人らしく暮らすことのできる地域

社会を実現するため、人権問題に関する正しい理解と認識を深めるための教育や啓発活

動を推進します。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

47 
人権啓発活動の推進 

町民一人ひとりが人権に関する正しい知識

や人権感覚を身に付けることができるよ

う、広報誌や講演会等による啓発を推進し

ます。 

福祉課 

生涯学習課 

48 
学校での人権教育の推

進 

人権尊重、男女平等の視点に立った教育を

推進します。 
教育課 

49 
人権に関する相談の充

実 

人権擁護委員への女性の登用や電話・LINE

を活用するなどだれもが利用しやすい相談

体制の整備に努めます。 

福祉課 

 

（２） ジェンダーに基づくあらゆる暴力根絶の推進 

【中井町配偶者等からの暴力(ＤＶ)の防止及び被害者支援基本計画】 

ＤＶをはじめあらゆるジェンダーに基づく暴力を許さない社会づくりと暴力の防止に

向けた啓発や情報提供を行うとともに、被害者が相談しやすい体制づくりと関係機関の

連携による安全確保に取り組みます。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

50 

ジェンダーに基づく暴

力を許さない意識啓発

の推進 

配偶者暴力は重大な人権侵害であるという

意識を広め、その発生を防止するため、広

報誌やＳＮＳ等による啓発を推進します。 

福祉課 

51 
ＤＶ相談体制の充実と

被害者の安全確保 

ＤＶ被害者への相談体制の充実を図り、庁内

各課や県、警察、民間団体などの関係機関と

の連携により、被害者の保護を行います。 

福祉課 

税務町民課 

52 

児童虐待防止の相談・支

援とネットワーク体制

の強化 

地域の関係機関及び庁内各課と連携して相

談・支援ネットワーク体制を強化し、児童

虐待の防止と早期発見・対応に努めます。 

福祉課 

健康課 

教育課 
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（３） 困難を抱える女性への支援の推進 【中井町困難女性支援基本計画】 

複雑化・複合化する様々な困難に直面している女性が相談しやすい環境を整備するほ

か、庁内各課をはじめ多様な関係機関との連携協力により当事者である女性の希望に応

じた支援を行います。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

53 

困難な問題を抱える女

性への相談の対応 

相談員に福祉専門職を配置するほか、相談

内容に応じて女性職員が対応するなどケー

スに応じた対応を行います。また、県の女

性相談員と連携し、適切な支援につなげま

す。 

福祉課 

54 
女性支援に関する多様

な相談窓口の周知 

国や県が設置する多様な相談窓口の周知や

支援に関する情報を発信します。 
福祉課 

55 
女性支援に向けた連携

体制の構築 

複雑化・複合化する問題を抱えた女性の支

援に向けて、関係機関や庁内各課との連携・

協力体制を構築します。 

福祉課 

関係課 

56 
ハイリスク妊婦への支

援 

妊娠届出時より支援が必要と思われる妊産

婦（ハイリスク妊婦）に対しては、安心して

周産期が過ごせるよう継続的な支援体制を

確保します。 

健康課 

 

 

 

困難な問題を抱える女性への支援については、従来売春防止法（昭和 31 年

制定）に基づき、「売春をなすおそれのある女子」に対する保護更生等を目的

として、補導処分や相談対応等が行われてきました。 

一方で、近年の女性をめぐる課題は、虐待を受けた経験や障がいによる生き

づらさ、性暴力被害や生活困窮など複雑化・多様化・複合化しており、このよ

うな多様な問題を抱える女性に対する「支援」を中心に据えた新しい法律の必

要性が指摘されるようになりました。 

こうした声を受けて、「女性の福祉」や「人権の尊重・擁護」を目的に、女性

が安心して、自立して暮らせる社会の実現を目指して、令和４年５月に「女性

支援法」が制定されました（令和６年４月１日施行）。 

  

困難な問題を抱える女性への支援とは 
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（４） 生涯を通じた心身の健康づくりと切れ目ない子育て支援の推進 

子どもから高齢期まで町民が生涯にわたり健やかに暮らせるよう、男女の心身の健康

に関する正しい知識・情報を提供するとともに、ライフステージに応じた健康づくりを

支援します。また、妊娠・出産から子育てまで切れ目のない子育て支援を行います。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

★ 

57 

健康管理や健康づくり

への支援 

生涯を通じた健康の維持・増進のため、健

康教育、健康相談、健康診査、がん検診など

を実施します。 

健康課 

58 

介護に関する相談体制

の充実・地域包括ケアシ

ステムの推進 

介護に関する総合的な相談体制を充実する

とともに、保健・福祉・医療の各機関の連携

による地域包括ケアシステムの推進に努め

ます。 

健康課 

59 
介護予防と自立した生

活の支援 

高齢者が要介護状態になることを予防する

ため、身体機能の維持・回復を図る機能訓

練など介護予防の推進に努めます。 

健康課 

60 
こども家庭センター（な

かいネウボラ）の運営 

妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援

のほか、子どもに関する多様な不安や困り

ごとに対し、保健師をはじめ複数の専門職

による相談対応と連携により、０歳から 18

歳までの子どもやその家族、妊産婦への支

援をワンストップで提供します。 

健康課 

福祉課 

61 育児相談の充実 

子育てに不安を持つ保護者を支援するた

め、育児相談・栄養相談・母乳相談を充実し

ます。 

健康課 

62 
子育てに関する講座の

開催 

育児についての知識の普及と保護者同士の

交流などを行う子育て講座を開催します。

その際に、男性も参加しやすい環境の整備

に努めます。 

健康課 

福祉課  

63 
子育て支援センターの

運営 

子育て中の保護者の育児相談や保護者同士

の交流や情報交換ができるよう、地域の子

育ての拠点として子育て支援センターを運

営します。 

福祉課 

64 
子育てネットワークづ

くりへの支援 

地域ぐるみでの子育てができるよう、育児

サークル同士をつなぐ子育てネットワーク

づくりへの支援に努めます。 

健康課 

福祉課 

65 
外国につながりのある

住民への子育て支援 

外国につながりのある女性が安心して妊娠・

出産期を過ごし、子育てができるよう個別支

援を行うとともに、同じような立場の人同士

が支えあえる機会の提供や言葉の壁に対す

るサポート体制の整備に努めます。 

健康課 

福祉課 
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（５） 男女共同参画の視点に立った防災対策等の推進 

防災対策・復興対応において、女性をはじめ高齢者、障がいのある人、子ども等に対

し、きめ細かい配慮が必要となることから、防災に関する方針・意思決定過程や避難所

運営の場等への女性の参画を図り、男女双方の視点を取り入れることで、地域防災力の

向上を図ります。 
 

No. 施策（事業）の名称 施策（事業）の概要 担当課 

66 
女性の視点を取り入れ

た防災対策の強化 

災害時等の避難所運営等に女性からの視点

を取り入れ、だれもが安心安全に避難生活

を送ることができるように、環境整備等に

努めます。 

地域防災課 

★ 

67 

自主防災会への女性の

参画促進 

自主防災会や防災訓練に女性が参加する意

義を啓発するとともに、女性参加者に向け

た学習機会の提供を行います。 

地域防災課 

 

避難所チェックシート 

 

 

 

 

  

資料：内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点 

～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」（令和２年５月） 



■ 第４章 計画の内容 ■ 
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★の付いた施策（事業）に指標が設定されています。 

（1）の指標 

人権講演会の開催回数 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

1 回／年 1 回／年以上 

（2）の指標 

ジェンダーに基づく暴力に関するＳＮＳによる啓発回数 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

1 回／年 ３回／年以上 

（3）の指標 

女性相談に従事する職員の各種研修への参加 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

1 回／年 2 回／年 

（4）の指標 

女性特有のがん（子宮頸・乳がん）検診受診者数 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

436 件／年 400 件／年以上 

（5）の指標 

自主防災会への啓発回数 （情報誌やリーフレットによる啓発を含む） 

現状値（令和 6 年度） 目標値（令和 12 年度） 

０組織／年 ５組織／年 

 

 

■ 基本目標Ⅲの数値指標 ■ 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
  



 

 

 



■ 資 料 編 ■ 
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１．策定経過 

 

月 日 実施内容 

令和７年 

７月７日 
第２回中井町男女共同参画推進懇話会 

７月中旬～８月中旬 中井町 男女共同参画に関するアンケート調査の実施 

９月１日 第３回中井町男女共同参画推進懇話会 

12 月１日 第４回中井町男女共同参画推進懇話会 

令和８年 

１月７日 
第５回中井町男女共同参画推進懇話会 

１月 26 日～２月 16 日 パブリックコメントの実施 

３月 中井町男女共同参画プラン策定 
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２．関連法令等 

（１）中井町男女共同参画推進懇話会設置要綱 

（設置） 

第１条 本町における男女共同参画社会の形成に向けて、町民と行政の協同による男女共同参画に関

する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、中井町男女共同参画推進懇話会（以下「懇話会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）男女共同参画社会の形成に関する施策の総合的かつ効果的な推進に関すること 

（２）その他男女共同参画に関し、必要と認められる事項に関すること 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員６人以内をもって組織し、公募による町民及び学識経験者のうちから町長が

委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、地域防災課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 



■ 資 料 編 ■ 
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（２）男女共同参画社会基本法 

 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条―第十二条） 

 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第十三条―第二十条） 

 第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八

条） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等 

 

 

(平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号） 

最終改正：令和 7年 6月 27 日法律第 80 号 

 

な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 

 二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

 （男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他

の男女の人権が尊重されることを旨として、行わ

れなければならない。 

 （社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに

より、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ、社会における

制度又は慣行が男女の社会における活動の選択

に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に共同して参画する機会が確保され

ることを旨として、行われなければならない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、当該活動以外の活動を行うことができ

るようにすることを旨として、行われなければな

らない。 

 （国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社

会における取組と密接な関係を有していること
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にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的

協調の下に行われなければならない。 

 （国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区

域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

 （国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

 （独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、国、

地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策に関する活動を行う民間の団体その

他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進のための中核的な機関

として積極的な役割を果たすものとする。 

 （法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又

は財政上の措置その他の措置を講じなければ

ならない。 

 （年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての

報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を明らかにした文書を作成し、これを国会に提

出しなければならない。 

 

   第二章 男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的施策 

 （男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「市

町村男女共同参画計画」という。）を定めるよ

うに努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策

定し、及び実施するに当たっては、男女共同参

画社会の形成に配慮しなければならない。 

 （国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。 



■ 資 料 編 ■ 
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 （苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての

苦情の処理のために必要な措置及び性別による差

別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻

害する要因によって人権が侵害された場合におけ

る被害者の救済を図るために必要な措置を講じな

ければならない。 

 （連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団

体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策に関する活動を行う民間の団体その他の関

係者が相互に連携と協働を図ることにより男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

効果的な推進が図られることに鑑み、これらの

者の間における協議の促進その他の関係者相

互間の連携と協働を促進するために必要な施

策を講ずるように努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と

協働を促進するために必要な施策を推進する

ための拠点（次項において「男女共同参画セン

ター」という。）としての機能を担う体制を、単

独で又は共同して、確保するように努めるもの

とする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う者

は、その業務を行うに当たっては、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の効果的な

推進を図るため、独立行政法人男女共同参画機

構と密接に連携するように努めるものとする。 

 （人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の策定及び

実施に関する業務並びに民間の団体が行う男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

関する活動に従事する人材の確保、養成及び資

質の向上に必要な施策を講ずるように努める

ものとする。 

 （地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方

公共団体が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を

支援するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 （国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機

関との情報の交換その他男女共同参画社会の

形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

   第三章 男女共同参画会議 

 （設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

 （組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

 （議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 （議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見

を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す

る者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 （議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが
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できる。 

 （資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の

長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の

資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協

力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼すること

ができる。 

 （政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

   附 則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画

審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審

議会は、第二十一条第一項の規定により置かれ

た審議会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四

条第一項の規定により任命された男女共同参

画審議会の委員である者は、この法律の施行の

日に、第二十三条第一項の規定により、審議会

の委員として任命されたものとみなす。この場

合において、その任命されたものとみなされる

者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、

同日における旧審議会設置法第四条第二項の

規定により任命された男女共同参画審議会の

委員としての任期の残任期間と同一の期間と

する。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五

条第一項の規定により定められた男女共同参

画審議会の会長である者又は同条第三項の規

定により指名された委員である者は、それぞれ、

この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規

定により審議会の会長として定められ、又は同

条第三項の規定により審議会の会長の職務を

代理する委員として指名されたものとみなす。 

   附 則（平成十一年七月十六日法律第一〇二

号）抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 一 略 

 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定公布の日 

 （委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において

次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのない

者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の

職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定に

かかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 

 十一 男女共同参画審議会 

 （別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措

置は、別に法律で定める。 

   附 則（平成十一年十二月二十二日法律第一

六〇号）抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平

成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

 一 略 

   附 則（令和七年六月二七日法律第八〇号） 

 （施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法

（令和七年法律第七十九号）の施行の日から施

行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公

布の日から施行する。 

 （政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 
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（３）女性の職業生活における活躍の 

推進に関する法律 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第四条） 

 第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

 第三章 事業主行動計画等 

  第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

  第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十

八条） 

  第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

  第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

（第二十条・第二十一条） 

 第四章 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

 第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

 第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

 附則 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個

性と能力を十分に発揮して職業生活において

活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていること

に鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年

法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進について、その

基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生

活における活躍を推進するための支援措置等

について定めることにより、女性の職業生活に

おける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢

化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することを目的とする。 

 （基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実

情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性に対する採用、教育

訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の

職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ

の活用を通じ、かつ、性別によ 

 

 

（平成 27 年 9 月 4日法律第 64 号） 

最終改正：令和 7年 6月 11 日法律第 63 号 

 

る固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上

の特性に留意して、その個性と能力が十分に発

揮できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護

その他の家庭生活に関する事由によりやむを

得ず退職することが多いことその他の家庭生

活に関する事由が職業生活に与える影響を踏

まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わ

ず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介

護その他の家庭生活における活動について家

族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職

業生活における活動を行うために必要な環境

の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを

旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ

ては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関

し、本人の意思が尊重されるべきものであるこ

とに留意されなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基

本原則（次条及び第五条第一項において「基本

原則」という。）にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関して必要な施策を策定

し、及びこれを実施しなければならない。 

 （事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用す

る労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備その他の女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組を自ら実施

するよう努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に協力しなければならない。 

 

   第二章 基本方針等 

 （基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合
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的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活

における活躍の推進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する基本的

な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため

に必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する

言動に起因する問題の解決を促進するため

に必要な措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生

活における活躍を推進するために必要な事

項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表し

なければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

 （都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画

（以下この条において「都道府県推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進

計画）を勘案して、当該市町村の区域内におけ

る女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策についての計画（次項において「市町村

推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

   第三章 事業主行動計画等 

    第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組を総合的かつ効果的に実施す

ることができるよう、基本方針に即して、次条

第一項に規定する一般事業主行動計画及び第

十九条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称する。）

の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策

定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべ

きものを定めるものとする。 

 一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事

項 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の内容に関する事項 

 三 その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

    第二節 一般事業主行動計画等 

 （一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用す

る労働者の数が百人を超えるものは、事業主行

動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画

（一般事業主が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する計画を

いう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施により達成しようとする目標 

 三 実施しようとする女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、採用した

労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活におけ
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る活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活

における活躍を推進するために改善すべき事

情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを労働者に周

知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働

省令で定めるところにより、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般

事業主行動計画に定められた目標を達成する

よう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出るよう努めなければならない。これを変

更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更しようと

する場合について、第四項から第六項までの規

定は前項に規定する一般事業主が一般事業主

行動計画を定め、又は変更した場合について、

それぞれ準用する。 

 （基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実

施の状況が優良なものであることその他の厚

生労働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。 

 （認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認

定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供

の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引

に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働

省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項に

おいて「商品等」という。）に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示

を付してはならない。 

 （認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認

定を取り消すことができる。 

 一 第九条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反

したとき。 

 三 不正の手段により第九条の認定を受けたと

き。 

 （基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところに

より、当該事業主について、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関し、当該事

業主の策定した一般事業主行動計画に基づく

取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定め

られた目標を達成したこと、雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三

条の二に規定する業務を担当する者及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六

号）第二十九条に規定する業務を担当する者を

選任していること、当該女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施の状況が特

に優良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。 

 （特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、

第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況を公表しなければならない。 

 （特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 

 （特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が
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次の各号のいずれかに該当するときは、第十二

条の認定を取り消すことができる。 

 一 第十一条の規定により第九条の認定を取り

消すとき。 

 二 第十二条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

 三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又

は虚偽の公表をしたとき。 

 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第十二条の認定を受けた

とき。 

 （委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用する

労働者の数が三百人以下のものをいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）が、当該承認中

小事業主団体をして女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な

労働者の募集を行わせようとする場合におい

て、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事

しようとするときは、職業安定法（昭和二十二

年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第

三項の規定は、当該構成員である中小事業主に

ついては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の

特別の法律により設立された組合若しくはそ

の連合会であって厚生労働省令で定めるもの

又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間

接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める

要件に該当するものに限る。）のうち、その構

成員である中小事業主に対して女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組を実施す

るための人材確保に関する相談及び援助を行

うものであって、その申請に基づいて、厚生労

働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うため

の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の

承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めると

きは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定

めるところにより、募集時期、募集人員、募集

地域その他の労働者の募集に関する事項で厚

生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届

け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の

規定による届出があった場合について、同法第

五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項

及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十

一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一

項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二

項並びに第五十一条の規定は前項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者につ

いて、同法第四十条の規定は同項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第五十条第三項及

び第四項の規定はこの項において準用する同

条第二項に規定する職権を行う場合について、

それぞれ準用する。この場合において、同法第

三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとす

る者」とあるのは「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事しよう

とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該

労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条

の二の規定の適用については、同法第三十六条

第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の

者をして労働者の募集に従事させようとする

者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する

募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法

律第六十四号）第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者」と、「同

項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報

告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認

中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に

関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら

に基づき当該募集の内容又は方法について指

導することにより、当該募集の効果的かつ適切

な実施を図るものとする。 

 （一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようと

する一般事業主又はこれらの規定による届出

をした一般事業主に対して、一般事業主行動計

画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一

般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施

されるように相談その他の援助の実施に努め

るものとする。 

    第三節 特定事業主行動計画 
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第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下

「特定事業主」という。）は、政令で定めるとこ

ろにより、事業主行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する計画をいう。以下この条において同

じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施により達成しようとする目標 

 三 実施しようとする女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定める

ところにより、採用した職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間

の状況、管理的地位にある職員に占める女性職

員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進す

るために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければ

ならない。この場合において、前項第二号の目

標については、採用する職員に占める女性職員

の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割

合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周

知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければ

ならない。 

    第四節 女性の職業選択に資する情報の

公表 

 （一般事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常

時雇用する労働者の数が三百人を超えるもの

に限る。）は、厚生労働省令で定めるところに

より、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する次に掲げ

る情報を定期的に公表しなければならない。 

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活

との両立に資する雇用環境の整備に関する実

績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規

定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍

に関する前項各号に掲げる情報の少なくとも

いずれか一方を定期的に公表しなければなら

ない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少な

くともいずれか一方を定期的に公表するよう

努めなければならない。 

 （特定事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事務及び事

業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

 一 その任用し、又は任用しようとする女性に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実

績 

 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活と

の両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

   第四章 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置 

 （職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 
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２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業

生活を営み、又は営もうとする女性及びその家

族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関

の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することが

できるものとして内閣府令で定める基準に適

合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する

者又は当該事務に従事していた者は、正当な理

由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 （財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援する

ために必要な財政上の措置その他の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 （国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開

発金融公庫その他の特別の法律によって設立

された法人であって政令で定めるものをいう。）

の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使

用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一

般事業主その他の女性の職業生活における活

躍に関する状況又は女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主

等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するように努めるものとする。 

 （啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と

理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、

必要な啓発活動を行うものとする。 

 （情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外におけ

る女性の職業生活における活躍の状況及び当

該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行

うものとする。 

 （協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関

（以下この条において「関係機関」という。）

は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる

措置及び同条第二項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職

業生活における活躍の推進に有用な情報を活

用することにより、当該区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組が効

果的かつ円滑に実施されるようにするため、関

係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定

による事務の委託がされている場合には、当該

委託を受けた者を協議会の構成員として加え

るものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員と

して加えることができる。 

 一 一般事業主の団体又はその連合団体 

 二 学識経験者 

 三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機

関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実

情に応じた女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を

公表しなければならない。 

 （秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議

会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

 （協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定

める。 

 

   第五章 雑則 

 （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第八条第一項に規

定する一般事業主又は認定一般事業主若しく

は特例認定一般事業主である同条第七項に規

定する一般事業主に対して、報告を求め、又は

助言、指導若しくは勧告をすることができる。 
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 （公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若し

くは第二項の規定による公表をせず、若しくは

虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一

般事業主又は第二十条第三項に規定する情報

に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若し

くは特例認定一般事業主である第八条第七項

に規定する一般事業主に対し、前条の規定によ

る勧告をした場合において、当該勧告を受けた

者がこれに従わなかったときは、その旨を公表

することができる。 

 （権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定

する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局

長に委任することができる。 

 （政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

   第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職

業安定法第四十一条第二項の規定による業務

の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事

した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する。 

 一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を

漏らした者 

 二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処

する。 

 一 第十六条第四項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安定

法第三十七条第二項の規定による指示に従わ

なかった者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安定

法第三十九条又は第四十条の規定に違反した

者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

 一 第十条第二項（第十四条第二項において準用

する場合を含む。）の規定に違反した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十条第一項の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十条第二項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

 四 第十六条第五項において準用する職業安定

法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を

漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又

は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。 

 

   附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）

の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八

年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限り、

その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、同条第四項の規定（同項

に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、第二十八条の

規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については、この法律は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措
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置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条

を加える改正規定及び附則第三十五条の規

定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第

五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七

十六条第二項及び第七十九条の二並びに附

則第十一条の二第一項の改正規定並びに同

条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百

分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条

の規定並びに第七条中育児・介護休業法第

五十三条第五項及び第六項並びに第六十四

条の改正規定並びに附則第五条から第八条

まで及び第十条の規定、附則第十三条中国

家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第

百八十二号）第十条第十項第五号の改正規

定、附則第十四条第二項及び第十七条の規

定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年

法律第六十八号）第三十八条第三項の改正

規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」

に改める部分に限る。）、附則第二十条中建

設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭

和五十一年法律第三十三号）第三十条第一

項の表第四条第八項の項、第三十二条の十

一から第三十二条の十五まで、第三十二条

の十六第一項及び第五十一条の項及び第四

十八条の三及び第四十八条の四第一項の項

の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、

第二十六条から第二十八条まで及び第三十

二条の規定並びに附則第三十三条（次号に

掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一

月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律第四条の改正規定並びに次条及

び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年

を超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の

施行の状況について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十

二条の十一第一項の改正規定並びに附則第

二十八条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び

第五十八条第一項の改正規定、第二条の規

定（第一号に掲げる改正規定並びに職業安

定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第

四十七条の三」に改める部分に限る。）、同法

第五条の二第一項の改正規定及び同法第四

章中第四十八条の前に一条を加える改正規

定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力

開発促進法第十条の三第一号の改正規定、
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同条に一項を加える改正規定、同法第十五

条の二第一項の改正規定及び同法第十八条

に一項を加える改正規定を除く。）並びに次

条並びに附則第五条、第六条及び第十条の

規定、附則第十一条中国家公務員退職手当

法第十条第十項の改正規定、附則第十四条

中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭

和四十五年法律第九十八号）第四条第二項

及び第十八条の改正規定並びに同法第三十

三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業

安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚

生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、

「職業安定法第五条の五第一項」とあるの

は「船員職業安定法第十五条第一項」と」を

削る部分を除く。）並びに附則第十五条から

第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及

び第二十七条の規定 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

附 則 （令和七年六月一一日法律第六三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六

月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律第四条に一項を加える改正規定

及び同法第三十八条第一項の改正規定（「及

び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め

る部分に限る。）、第三条中雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律附則第二項（見出しを含む。）の

改正規定（「令和八年三月三十一日」を「令

和十八年三月三十一日」に改める部分に限

る。）並びに第四条中女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第二条第一項の

改正規定、同法第五条第二項第三号の改正

規定及び同法附則第二条第一項の改正規定

並びに次条並びに附則第三条、第七条、第八

条の二及び第十六条の規定 公布の日 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除

く。）及び第四条の規定（同号に掲げる改正

規定及び女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第十二条の改正規定を除

く。）並びに附則第六条の規定及び附則第十

三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和六十年法律第八十八号）第四十七条の四

の改正規定（「昭和四十一年法律第百三十二

号）」の下に「第二十七条の三第一項、」を加

える部分に限る。） 令和八年四月一日 

（女性の職業選択に資する情報の公表に関する

経過措置） 

第六条 第四条の規定（附則第一条第二号に掲げる

改正規定に限る。）による改正後の女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律第二十

条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日以後に終了する事業年度の翌事

業年度において行われる同条第一項及び第二

項の規定による情報の公表から適用する。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後のそれぞ

れの法律の規定の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

第八条の二 政府は、特定受託事業者（特定受託事

業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和

五年法律第二十五号）第二条第一項に規定する

特定受託事業者をいう。以下この条において同

じ。）が受けた業務委託（同法第二条第三項に

規定する業務委託をいう。）に係る業務におい

て行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者

その他の当該業務に関係を有する者の言動で

あって、当該特定受託事業者に係る特定受託業

務従事者（同条第二項に規定する特定受託業務

従事者をいう。以下この条において同じ。）が

従事する業務の性質その他の事情に照らして

社会通念上許容される範囲を超えたものによ

り当該特定受託業務従事者の就業環境が害さ

れることのないようにするための施策につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。  
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（４）配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する法律 

 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条・第二条） 

 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第

二条の二・第二条の三） 

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―

第五条の四） 

 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

 第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

 第五章の二 補則（第二十八条の二） 

 第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

 附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこ

なかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、

多くの場合女性であり、経済的自立が困難であ

る女性に対して配偶者が暴力を加えることは、

個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとな

っている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対する

暴力を根絶しようと努めている国際社会におけ

る取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。 

 

   第一章 総則 

 （定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 

 

 

(平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号） 

最終改正：令和 7年 12 月 10 日法律第 84 号 

 

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚

したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を

支援することを含む。以下同じ。）を図る責務を有す

る。 

 

   第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

 （基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項に

おいて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本

的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項

において「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

 一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本的な事項 

 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の内容に関する事項 

 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策を実施するために必要な国、地方公共団体

及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

 四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

 （都道府県基本計画等） 
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第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策を実施するために必要な当該都道府県、関係

地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関す

る事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要

な助言その他の援助を行うよう努めなければならな

い。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相

談支援センターその他の適切な施設において、当該

各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的

又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条、第八条の三及び第九条において同

じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センター

が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役

員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当

な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必

要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害

者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の

関係者（第五項において「関係機関等」という。）に

より構成される協議会（以下「協議会」という。）を

組織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織す

ることができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保

護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、

被害者に対する支援の内容に関する協議を行うもの

とする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな
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ければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議

を行うため必要があると認めるときは、関係機関等

に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事して

いた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

二項の規定により通報することを妨げるものと解釈

してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十

三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶

者からの暴力による被害の発生を防止するために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）

又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者

から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止する

ための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を

相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受け

ている者に対し、国家公安委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該被害を自ら防止するための措置の教

示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止

するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福

祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年

法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定め

るところにより、被害者の自立を支援するために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町

村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を

行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、

相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと

する。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を

受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加

える旨を告知してする脅迫（以下この章において「身

体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以

下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号に

おいて同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号

から第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に

対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危

害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害



■ 資 料 編 ■ 

 

65 

者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所において被

害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務

先その他その通常所在する場所の付近をはいかいし

てはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以

下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者

に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令

の効力が生じた日から起算して一年を経過する日ま

での間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはな

らないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送

付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信

事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第

一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び

第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、

通信日時その他の電気通信を行うために必要な

情報を含む。以下この条において「通信文等」と

いう。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若

しくは電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午

前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファ

クシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの

送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害す

る文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下この号において同じ。）に係る記録媒体その他

の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、

又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他

の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置

くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記

録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地

理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六

十三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報

をいう。以下この号及び次号において同じ。）を

記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で

定めるものをいう。以下この項において同じ。）

（第十一号に規定する行為がされた位置情報記

録・送信装置を含む。）により記録され、又は送

信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係

る位置情報を政令で定める方法により取得する

こと。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置特定用

識別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送

信する機能を有し、当該装置の周辺において当該

情報を受信した識別情報送受信装置（位置情報記

録・送信装置その他の装置であって、当該情報を

受信し、及び送信する機能を有するものをいう。）

の位置に係る位置情報を利用して、その所在する

地点又は区域の位置を特定するために用いられ

る装置をいう。以下この号及び次号において同

じ。）（同号に規定する行為がされた位置特定用識

別情報送信装置を含む。）の位置に係る位置情報

を取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物に位置

情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信

装置（以下この号において「位置情報記録・送信

装置等」という。）を取り付けること、位置情報

記録・送信装置等を取り付けた物を交付すること

その他その移動に伴い位置情報記録・送信装置等

を移動し得る状態にする行為として政令で定め

る行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達し

ない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項

第三号において単に「子」という。）と同居している

ときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑う

に足りる言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関して配偶

者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

より、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一

年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）、就学する学校その他の場所に

おいて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対し

て前項第二号から第十一号までに掲げる行為（同項
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第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること

及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信する

ことに限る。）をしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族そ

の他被害者と社会生活において密接な関係を有する

者（被害者と同居している子及び配偶者と同居して

いる者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条

第一項第四号において「親族等」という。）の住居に

押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っている

ことその他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、接

近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日

から起算して一年を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場

所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当

該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるも

のとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である

場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場

合に限り、することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」

とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をか

けること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて

送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等

に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二

条第一号に規定する電子メールをいう。）その他

のその受信をする者を特定して情報を伝達する

ために用いられる電気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって、内閣府令で定めるものを用いて

通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下

この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この

条及び第十八条第一項において同じ。）が、配偶者（配

偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十

八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴

力を受けることにより、その生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該

配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建

物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）

第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所

有者又は賃借人が被害者のみである場合において、

被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と

共に生活の本拠としている住居から退去すること及

び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。ただし、申立ての時において被

害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に

限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令

（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件

は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は

住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地

方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を

管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管

轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項

までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項

を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状

況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

であって、当該配偶者であった者からの身体に対

する暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力等を受けた

状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる

身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大

な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足り

る申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並

びに第十七条第三項及び第四項において「三項命
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令」という。）の申立てをする場合にあっては、

被害者が当該同居している子に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止する

ため当該三項命令を発する必要があると認める

に足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及び

その事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であ

って、当該配偶者であった者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあ

っては、当該配偶者であった者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を

含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体

に対する暴力を受けることにより、生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める

に足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及び

その事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項

第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに

掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第

一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二

号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、

又は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治

四十一年法律第五十三号）第五十三条第一項又は第

五十九条第三項の認証を受けたものを添付しなけれ

ばならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項か

ら第四項までの規定による命令及び退去等命令（以

下「保護命令」という。）の申立てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は

同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載

がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支

援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が

相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及

びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面

の提出を求めるものとする。この場合において、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の

長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の

呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭し

た者に対する期日の告知その他相当と認める方法に

よってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に

対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しを

したときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の

制裁その他期日の不遵守による不利益を帰すること

ができない。ただし、その者が期日の呼出しを受け

た旨を記載した書面を提出したときは、この限りで

ない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送

達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、い

つでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所
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の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立て

その他の申述（以下この条において「申立て等」と

いう。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その

他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項に

おいて同じ。）をもってするものとされているもので

あって、最高裁判所の定める裁判所に対してするも

の（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官

又は裁判所書記官に対してするものを含む。）につい

ては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規

則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判

所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下この項及び第三項において同じ。）と申立て等をす

る者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすること

ができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当

該申立て等を書面等をもってするものとして規定し

た申立て等に関する法令の規定に規定する書面等を

もってされたものとみなして、当該申立て等に関す

る法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁

判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に、当該裁判所に到達したもの

とみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他

の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その

他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以

下この項において同じ。）をすることとされているも

のについては、当該申立て等をする者は、当該法令

の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁

判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明

らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規

定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判

所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面

に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法

律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若し

くは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、

前項の書面をもってするものとする。当該申立て等

に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足

りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニま

で又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項

の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に

名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンターが二以上ある場合にあっては、申立人がその

職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた

日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長

に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命

ずる場合において、第十条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、

当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合におい

て、第十条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令

をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 
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８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。接近禁止命

令又は第十条第二項から第四項までの規定による命

令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から起

算して三月を経過した日以後において、退去等命令

にあっては当該退去等命令が効力を生じた日から起

算して二週間を経過した日以後において、これらの

命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの

命令の申立てをした者に異議がないことを確認した

ときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判

所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す

場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生

じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項

命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した

日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を

発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要件

を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の

取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当

該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を

聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効

力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項

から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられ

た退去等命令の申立ての理由となった身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由と

する退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁

判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居か

ら転居しようとする被害者がその責めに帰すること

のできない事由により当該発せられた命令の期間ま

でに当該住居からの転居を完了することができない

ことその他の退去等命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発

するものとする。ただし、当該退去等命令を発する

ことにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生

ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないこ

とができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第二項各号列記以外の部分

中「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本

文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは

「事項及び第十八条第一項本文の事情に」と、同条

第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八

条第一項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄

写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができる。

ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関

し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反し

ない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第

一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、

第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第

九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、

第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第

七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三

十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十

条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、

第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに

第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。こ

の場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第百十二条第

一項本文 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

裁判所書記官

が送達すべき

書 類 を 保 管

し、いつでも

送達を受ける

べき者に交付

すべき旨の裁

判所の掲示場

への掲示を始

めた 

第百十二条第

一項ただし書 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

当該掲 

第百十三条 書類又は電磁

的記録 

書類 
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 記載又は記録 記載 

 第百十一条の

規定による措

置を開始した 

裁判所書記官

が送達すべき

書 類 を 保 管

し、いつでも

送達を受ける

べき者に交付

すべき旨の裁

判所の掲示場

への掲示を始

めた 

第百三十三条

の三第一項 

記載され、又

は記録された

書面又は電磁

的記録 

記載された書

面 

 当該書面又は

電磁的記録 

当該書面 

 又は電磁的記

録その他これ

に類する書面

又は電磁的記

録 

その他これに

類する書面 

第百五十一条

第二項及び第

二百三十一条

の二第二項 

方法又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する方法 

方法 

第百六十条第

一項 

最高裁判所規

則で定めると

ころにより、

電子調書（期

日又は期日外

における手続

の方式、内容

及び経過等の

記録及び公証

をするために

この法律その

他の法令の規

定により裁判

所書記官が作

成する電磁的

記録をいう。

以下同じ。） 

調書 

第百六十条第

三項 

前項の規定に

よりファイル

に記録された

電子調書の内

容に 

調書の記載に

ついて 

第百六十条第

四項 

第二項の規定

によりファイ

ルに記録され

た電子調書 

調書 

 当該電子調書 当該調書 

第百六十条の

二第一項 

前条第二項の

規定によりフ

ァイルに記録

された電子調

書の内容 

調書の記載 

第百六十条の

二第二項 

その旨をファ

イルに記録し

て 

調書を作成し

て 

第二百五条第

三項 

事項又は前項

の規定により

ファイルに記

録された事項

若しくは同項

の記録媒体に

記録された事

項 

事項 

第二百十五条

第四項 

事項又は第二

項の規定によ

りファイルに

記録された事

項若しくは同

項の記録媒体

に記録された

事項 

事項 

第二百三十一

条の三第二項 

若しくは送付

し、又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する 

又は送付する 

第二百六十一

条第四項 

電子調書 調書 

 記録しなけれ

ば 

記載しなけれ

ば 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において
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「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当た

り、被害者の心身の状況、その置かれている環境等

を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずそ

の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとす

る。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回

復させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に

努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を

行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援

センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支

援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町

村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して

行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要す

る費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女

性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第一号及び第二号に掲げるものについては、そ

の十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないも

のを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、

当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受

けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者に

ついて準用する。この場合において、これらの規定

（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、

「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の

表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当た

り、被害者の心身の状況、その置かれている環境等

を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずそ

の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとす

る。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回

復させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に

努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 
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第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う女性相談支援センターの運営に要する

費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談

支援センターが行う一時保護（同条第四項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な

事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相

談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市

町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事

務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女

性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第一号及び第二号に掲げるものについては、そ

の十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費

用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないも

のを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、

当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受

けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者に

ついて準用する。この場合において、これらの規定

（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、

「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の

表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

 

第二条 配偶者 第二十八条の

二に規定する

関係にある相

手（以下「特定

関係者」とい

う。） 

 、被害者 、被害者（特定

関係者からの

暴力を受けた

者をいう。以下

同じ。） 

第六条第一項 配 偶 者

又 は 配

偶 者 で

あ っ た

者 

特定関係者又

は特定関係者

であった者 

第十条第一項から第

四項まで、第十条の

二、第十一条第二項第

二号及び第三項第二

号、第十二条第一項第

一号から第四号まで

並びに第二項第一号

及び第二号並びに第

十八条第一項 

配偶者 特定関係 

第十条第一項、第十条

の二並びに第十二条

第一項第一号及び第

二項第一号 

離 婚 を

し、又は

そ の 婚

姻 が 取

り 消 さ

れ た 場

合 

第二十八条の

二に規定する

関係を解消し

た場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の

規定によるものを含む。第三十一条において同じ。）

に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以

下の罰金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反

して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五

十万円以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用す
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る第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条の二

において準用する第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべ

き事項について虚偽の記載のある申立書により保護

命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処す

る。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る

部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、

平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合にお

ける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件

に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二

項及び第三項の規定の適用については、これらの規

定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 
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（５）困難な問題を抱える女性への 

支援に関する法律 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七

条・第八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九

条―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を

営むに当たり女性であることにより様々な困難な問

題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を

抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を

抱える女性への支援に関する必要な事項を定めるこ

とにより、困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性

が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」

とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係

性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活

を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのお

それのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなけ

ればならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合

化し、そのために複雑化していることを踏まえ、

困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊

重されながら、抱えている問題及びその背景、心

身の状況等に応じた最適な支援を受けられるよ

うにすることにより、その福祉が増進されるよう、

その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、

自立して生活するための援助等の多様な支援を

包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関

及び民間の団体の協働により、早期から切れ目な

く実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に

資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの 

 

 

(令和 4年 5月 25 日法律第 52 号） 

 

 

っとり、困難な問題を抱える女性への支援のために

必要な施策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、

必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教

育に関する施策その他の関連施策の活用が図られる

よう努めなければならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、

関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られると

ともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事

務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談

所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施

設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法

律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関を

いう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、

日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六

年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支

援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一

項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）

その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配

慮しなければならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた
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めの施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府

県における困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基

本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における困難な問題を抱える女性への支援の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この

条において「市町村基本計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都

道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければな

らない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置し

なければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都

市」という。）は、女性相談支援センターを設置する

ことができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女

性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題

について、困難な問題を抱える女性の立場に立っ

て相談に応ずること又は第十一条第一項に規定

する女性相談支援員若しくは相談を行う機関を

紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える

女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難

な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号

から第五号まで及び第十二条第一項において同

じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護

を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復

を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の

必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活する

ことを促進するため、就労の支援、住宅の確保、

援護、児童の保育等に関する制度の利用等につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受

けることができる施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当た

っては、その支援の対象となる者の抱えている問題

及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、

その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うも

のとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員

を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時

保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護すること

が必要と認められる場合その他厚生労働省令で定め

る場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又

は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して

行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役

員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当

な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象

となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当

該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する

支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努

めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援セン

ターに関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 
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第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題

を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに

準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童

について、児童福祉法第六条の三第十八項に規定す

る妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条

第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認

めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事

業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又

は市町村の長に報告し、又は通知しなければならな

い。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置す

る指定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第

六号までを除く。）並びに第二十二条第一項及び第二

項第一号において同じ。）は、困難な問題を抱える女

性について、その発見に努め、その立場に立って相

談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を

行う職務に従事する職員（以下「女性相談支援員」

という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都

市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第

二号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう

努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を

行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する

人材の登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入

所させて、その保護を行うとともに、その心身の健

康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を

行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援

し、あわせて退所した者について相談その他の援助

を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とす

る施設（以下「女性自立支援施設」という。）を設置

することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援

を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら

行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認め

る者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、

その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合

には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習

及び生活に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、そ

の自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性に

ついて、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居

場所の提供、インターネットの活用、関係機関への

同行その他の厚生労働省令で定める方法により、そ

の発見、相談その他の支援に関する業務を行うもの

とする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性

を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、

その意向に留意しながら、前項の業務を行うことが

できる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八

号）に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委

員、人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九

号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和二十五

年法律第二百四号）に定める保護司及び更生保護事

業法（平成七年法律第八十六号）に定める更生保護

事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談

支援センター及び女性相談支援員に協力するものと

する。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困

難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行

うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二

項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱え

る女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び

困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その

他の関係者（以下この条において「関係機関等」と

いう。）により構成される会議（以下この条において

「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるも

のとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支

援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を

行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の

内容に関する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び

協議を行うため必要があると認めるときは、関係機

関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その

他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場

合には、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機

関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な

理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員

又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれ

らの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を

構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織

及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定め



■ 資 料 編 ■ 
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る。 

 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく

困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心

と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものと

する。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個

人であることについての意識の涵かん養に資する教

育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合

にこの法律に基づく支援を適切に受けることができ

るようにするための教育及び啓発に努めるものとす

る。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱え

る女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、

その心身の健康の回復を図るための方法等に関する

調査研究の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱え

る女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保の

ための措置、研修の実施その他の措置を講ずること

により、困難な問題を抱える女性への支援に係る人

材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるも

のとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱え

る女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対

し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支

援センターを設置する指定都市にあっては、第一号

から第三号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなけ

ればならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第

二号の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する

費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備

に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法

人その他適当と認める者に委託して行う場合を

含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら

行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題

を抱える女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する

費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が

自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問

題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女

性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内

を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二

項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び

予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に

要する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三

項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の

全部又は一部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道

府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の

十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げる

もの（女性相談支援センターを設置する指定都市

にあっては、同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁し

た費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十

条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六

号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定によ

り支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第

二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補

助することができる。 

 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定

に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑

又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 
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一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条

の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日

又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四

年法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日

又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律（令和四年法律第

六十八号）の公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、

この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する

仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評

価する仕組みの構築について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下

「施行日」という。）前においても、第七条第一項か

ら第三項までの規定の例により、基本方針を定める

ことができる。この場合において、厚生労働大臣は、

同条第四項の規定の例により、これを公表すること

ができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針

は、施行日において、第七条第一項から第三項まで

の規定により定められ、同条第四項の規定により公

表された基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当

金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による

遺留金品の措置については、なお従前の例による。

この場合において、これらに関する事務は、法務省

令で定める法務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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